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2019年 3月 29日 

 

各 位 

 

会 社 名 京セラ株式会社 

                                         代表者名 取締役社長 谷本 秀夫 

                             (コード番号 6971 東証第 1部) 

問合せ先 取締役 執行役員常務 青木 昭一 

(TEL (075)604-3500) 

 

 

第三者割当による従業員持株会に対する自己株式の処分に関するお知らせ 

 

京セラ株式会社（以下「当社」といいます。）は、2019年 3月 29 日開催の取締役会において、

以下のとおり、第三者割当により、当社グループの従業員持株会である京セラ自社株投資会（以

下「持株会」といいます。）に対して自己株式の処分を行うこと（以下「本第三者割当」といいま

す。）について決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、本第三者割当の詳細は、2019年 6 月 25日開催予定の取締役会において決定する予定で

すので、決定次第その内容を開示いたします。 

 

記 

１．処分の概要 

* 本第三者割当においては、持株会の会員が次頁「２．処分の目的及び理由等」の「（２）処分の仕組み」

の奨励金の対象となることから、本日以降、一定の周知期間を設け、持株会への加入を募集します。   

新規加入者を含む持株会加入者確定時期等を考慮し、処分価額の決議日及び処分期日を予定しています。 

 

 

 

（１）処分期日* 2019年 7月 11日 

（２）処分する株式の種類 

及び株式数 

当社普通株式 723,200株 

（注）現時点における見込数であり、2019年 6月 25日開催予定の取締

役会において変更される可能性があります。 

（３）処分価額* 

2019年 6月 25日開催予定の取締役会において、同日の前営業日

における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に

取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）

を基礎として、処分予定先に特に有利とならない範囲において決

定する予定です。 

（４）調達資金の額 

4,655,961,600円 

（注）調達資金の額は、2019 年 3月 28日の東京証券取引所における当

社の普通株式の終値である 6,438 円に、上記（２）の処分する株

式数の見込数を乗じて算出した見込額であります。 

（５）処分方法 

（処分予定先） 

第三者割当の方法による。 

（京セラ自社株投資会 処分する株式の全数) 

（６）その他 
本第三者割当については、金融商品取引法に基づく有価証券届出

書の効力発生を条件としております。 
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２．処分の目的及び理由等 

（１）処分の目的及び理由 

当社は、2019年に創立満 60周年を迎えます。この 60周年の記念事業の一環として、これま

で当社グループの発展に貢献してきた従業員と創立満 60 周年の喜びを分かち合い、従業員に

対して感謝の意を表するとともに、更なる企業価値の増大に向けての従業員のモチベーション

の向上を目的として、当社グループの従業員に対して当社の株式を付与することを検討してき

ました。 

その結果、国内関連会社も含めた多数の従業員に株式を付与する際の発行手続上の簡易性や

従業員による継続的な株主との価値共有を促進するとの観点から、持株会を通じて、従業員に

当社普通株式を付与することが適切であると判断しました。 

一方で、第三者割当を実施した場合には、株主の持株比率の希薄化が生じることから、第三

者割当の規模等については、慎重に検討を行ってまいりました。 

しかしながら、現時点で見込まれる本第三者割当による希薄化は、下記５（２）のとおり、

発行済株式総数に対して 0.19％と小規模なものであり、本第三者割当は、当社グループの従業

員のモチベーションの向上と、株主としての資本参加による当社グループの従業員の勤労意欲

高揚を通じた、当社グループの持続的な企業価値の増大を促すことに繋がるものと考えられる

ことから、本第三者割当を行うのが相当であると判断しました。 

 

（２）処分の仕組み 

本第三者割当は、以下の仕組みで行います。 

①当社が処分予定先の会員である従業員に対し、奨励金を付与する。 

②処分予定先の会員である従業員が、処分予定先に対して、奨励金を拠出する。 

③当社が第三者割当により自己株式の処分を行い、処分予定先に対してこれを割り当てる。 

④処分予定先が、拠出された奨励金で本第三者割当について払込みを行う。 

⑤当社が処分予定先に対して自己株式を交付する。 

⑥処分予定先の会員である従業員が処分予定先から株式を引き出す。 

なお、上記①及び②に係る実際の金銭の支払いは、当社から処分予定先の指定預金口座に対

して直接振り込む方法により行います。 
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３．調達する資金の額、使途、及び支出予定時期 

（１） 調達する資金の額 

① 払込金額の総額 4,655,961,600円 

② 発行諸費用の概算額 2,400,000円 

③ 差引手取概算額 4,653,561,600円 
(注)１.2019 年 3 月 28 日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 6,438 円に、

上記「１．処分の概要」（２）の処分する株式数の見込数を乗じて算出した見込額であり

ます。 

２.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３.発行諸費用の概算額は、有価証券届出書等の書類作成費用等です。 

 

（２） 調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 金額 支出予定時期 

業務運営のための運転資金 4,653,561,600円 (注２) 2019年 7月以降 

(注)１.調達した資金を実際に支出するまでは、当社預金口座にて管理を行います。 

２.2019 年 3 月 28 日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 6,438 円に、

上記「１．処分の概要」（２）の処分する株式数の見込数を乗じて算出した見込額から、

発行諸費用の概算額を控除した額であります。 

 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

  本第三者割当は、当社の創立満 60 周年の記念事業の一環として、当社から処分予定先の会

員である従業員に対して奨励金を付与し、処分予定先が会員から当該奨励金の拠出を受けてこ

れを払い込むものであり、資金調達を目的としておりません。なお、調達する資金は、2019年

7 月以降、業務運営のための運転資金に充当する予定であり、実際の支出実行までは、当社預

金口座にて管理を行います。 

 

 

５．処分条件等の合理性 

（１）処分価額の算定根拠及びその具体的内容 

処分価額は未定であり、2019年6月25日開催の取締役会において、同日の前営業日におけ

る東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、

それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、処分予定先に特に有利とならない範囲に

おいて決定する予定です。 

 

（２）処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

処分予定先の会員である従業員に対して支給する奨励金の合計額を、処分価額で除した

数に相当する株式について、自己株式の処分を行うことを予定しております。処分予定先

の会員である従業員に対して支給する奨励金の合計額の見込額は4,655,961,600円であり、

これを2019年3月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である6,438円で除

すると、処分数量は723,200株となります。 

この処分数量による希薄化の規模は、発行済株式総数に対して0.19％（小数点第3位を四

捨五入、2018年9月30日現在の総議決権個数に対する割合0.20％）と小規模なものでありま

す。 

また、当社としては、本第三者割当は、当社グループの従業員のモチベーションの向上

と、株主としての資本参加による当社グループの従業員の勤労意欲高揚を通じた、当社グ

ループの持続的な企業価値の増大を促すことに繋がるものと考えており、本第三者割当に
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よる処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断し

ております。 

 

 

６．処分予定先の選定理由等 

（１）処分予定先の概要    

①名称 京セラ自社株投資会 

②所在地 京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6番地 

③代表者の役職・氏名 理事長 村上 哲司 

④設立年月日 1973年 9月 29日 

⑤当事会社間の関係 

 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 当社従業員 7 名が処分予定先の理事（理事長 1 名、

副理事長 1名を含む）及び監事を兼任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

*処分予定先は当社グループの従業員を会員とする従業員持株会であり（理事長は当社グループの

従業員）、当社は、当社グループの従業員が反社会的勢力でないことを定期的に確認しております

ので、上記処分予定先の理事長及びその会員が、暴力団・暴力団員又はそれに準じる者でなく、ま

た、そのような反社会的勢力との取引関係・資本関係を有しないと判断しており、東京証券取引所

にその旨の確認書を提出しています。 

 

（２） 処分予定先を選定した理由 

上記２．「処分の目的及び理由等」のとおり、当社は、創立満 60周年の記念事業の一環と

して、これまで当社グループの発展に貢献してきた従業員と創立満 60 周年の喜びを分かち

合い、従業員に対して感謝の意を表するとともに、更なる企業価値の増大に向けての従業員

のモチベーションの向上を目的として、当社グループの従業員に対して当社の株式を付与す

ることを検討してきました。 

その結果、国内関連会社も含めた多数の従業員に株式を付与する際の発行手続上の簡易性

や従業員による継続的な株主との価値共有を促進するとの観点から、会員が当社株式を取得

することを容易ならしめ、もって会員の財産形成に資することを目的とした持株会を通じて、

従業員に当社普通株式を付与することが適切であると判断し、京セラ自社株投資会を処分予

定先として選定したものです。 

なお、本第三者割当に際しては、出来る限り多くの当社グループの従業員に対して株式を

交付できるように、処分予定先への入会を促すための十分な周知期間を設けております。 

 

（３） 処分予定先の保有方針 

処分予定先に交付される当社株式については、譲渡に関する制限は付されませんので、処

分予定先の規約に従い、会員である各従業員の判断で、処分予定先である京セラ自社株投資

会から個人名義の証券口座に移管させて、株式を売却することが可能です。 

なお、当社は、処分予定先から、処分予定先が払込期日から 2年以内に本第三者割当によ

り処分される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面

により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告

内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。 
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（４） 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、処分予定先の会員である従業員に奨励金を支払い、従業員が奨励金を持株会に拠

出して、その拠出金で払込みを行う予定です。当社から従業員に対する奨励金の支払いは、

実際には、直接処分予定先の指定預金口座に振り込む方法により行いますので、本第三者割

当の払込みについて特段問題がないものと判断しております。 

 

 

７．処分後の大株主及び議決権比率 

処分前（2018年 9月 30日現在） 処分後 

株主名 議決権比率 株主名 議決権比率 

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社（信託口） 

13.84％ 日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社（信託口） 

13.81％ 

日本トラスティ･サービス 

信託銀行株式会社（信託口） 

7.14％ 日本トラスティ･サービス 

信託銀行株式会社（信託口） 

7.13％ 

SSBTC CLIENT OMNIBUS 

ACCOUNT 

5.01％ SSBTC CLIENT OMNIBUS 

ACCOUNT 

5.00％ 

株式会社京都銀行 3.99％ 株式会社京都銀行 3.99％ 

稲盛 和夫 2.83％ 稲盛 和夫 2.82％ 

公益財団法人稲盛財団 2.59％ 公益財団法人稲盛財団 2.58％ 

ケイアイ興産株式会社 1.96％ ケイアイ興産株式会社 1.96％ 

日本トラスティ･サービス 

信託銀行株式会社（信託口 5） 

1.71％ 日本トラスティ･サービス 

信託銀行株式会社（信託口 5） 

1.70％ 

資産管理サービス信託銀行 

株式会社（証券投資信託口） 

1.56％ 資産管理サービス信託銀行 

株式会社（証券投資信託口） 

1.56％ 

京セラ自社株投資会 1.54％ 京セラ自社株投資会 1.73％ 

*１．処分後の議決権比率については、処分後の所有株式数に係る議決権の数を、2018年 9月 30 日

現在の総議決権数（3,613,981個）に本第三者割当により取得される株式数に係る議決権数の

見込数（7,232個）を加えた数（3,621,213個）で除して算出した数値です。 

 ２．議決権比率は、小数点以下第 3位を四捨五入しています。 

 

 

８．今後の見通し 

本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であり、本第三者割当による 2019 年 3

月期の連結業績予想の修正はありません。 

 

 

９．企業行動規範上の手続に関する事項 

本第三者割当は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない

ことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432条に定める独立第三者からの意見入手及び

株主の意思確認手続は要しません。 

  



 

6 

 

10．最近 3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近 3年間の業績（連結） 

                                    （単位：百万円） 

決算期 2016年 3月期 2017年 3月期 2018年 3月期 

売上高 1,479,627 1,422,754 1,577,039 

営業利益 92,656 104,542 90,699 

税引前当期純利益(税引前利益) 145,583 137,849 129,992 

当社株主に帰属する当期純利益 

(親会社の所有者に帰属する当期利益)  
109,047 103,843 79,137 

希薄化後 1 株当たり当社株主に帰属

する当期純利益(希薄化後 1 株当たり親会

社の所有者に帰属する当期利益) 

297.24円 282.62円 215.20円 

1株当たり年間配当金 100円 110円 120円 

1株当たり株主資本 

(1株当たり親会社の所有者に帰属する持分) 
6,226.58円 6,347.95円 6,325.11円 

（注）当社は、2019年 3 月期より国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に基づき連結財務

諸表を作成しているため、その直前期である 2018年 3 月期の金額は IFRSに基づき作成して

います。 

なお、IFRS移行日は 2017年 4月 1 日であり、各項目の( )は IFRSにおける科目名です。 

 

（２） 現時点における発行済株式総数及び潜在株式数の状況（2018年 12月 31日現在） 

種類 株式数 発行済株式総数に対する比率 

発行済株式総数 377,618,580株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）  

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

下限値の転換価額（行使価額）  

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）  

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

 

（３）最近の株価の状況 

①最近 3年間の状況 

（単位：円） 

 2016年 3月期 2017年 3月期 2018年 3月期 

始 値 6,518 4,941 6,227 

高 値 7,207 6,462 8,345 

安 値 4,415 4,559 5,613 

終 値 4,957 6,202 6,004 
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②最近 6ヵ月間の状況 

（単位：円） 

 2018年 2019年 

 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

始 値 6,955 6,880 6,223 6,208 5,312 6,128 

高 値 6,965 6,927 6,454 6,237 6,210 6,300 

安 値 6,405 5,635 5,683 5,127 5,155 5,747 

終 値 6,820 6,138 6,125 5,508 6,114 6,141 

 

③処分決議日の前営業日における株価 

（単位：円） 

 2019年 3月 28日 

始 値 6,503 

高 値 6,515 

安 値 6,412 

終 値 6,438 

 

（４）最近 3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

   該当事項はありません。 

 

 

11．処分要綱 

  

以上 

（１）処分株式数 723,200株  

 なお、現時点における見込数であり、2019 年 6 月 25 日開

催予定の取締役会において変更される可能性があります。 

（２）処分価額 2019 年 6 月 25 日開催予定の取締役会において、同日の前

営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の

終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ

直近取引日の終値）を基礎として、処分予定先に特に有利

とならない範囲において決定する予定です。 

（３）処分価額の総額 4,655,961,600円  

 なお、2019 年 3 月 28 日の東京証券取引所における当社の

普通株式の終値である 6,438 円に、処分する株式数の見込

数（723,200株）を乗じて算出した見込額であります。 

（４）処分方法 第三者割当の方法による  

（５）処分予定先 京セラ自社株投資会  

（６）申込期日 2019年 7月 11日  

（７）払込期日 2019年 7月 11日  

（８）処分後の自己株式数 15,140,895株  

 なお、2018年 12月 31日現在の自己株式数から処分株式数

の見込数を控除して計算しております。 

（９）その他 本第三者割当については、金融商品取引法に基づく 

有価証券届出書の効力発生を条件としております。 


